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次のとおり三朝町議会会議規則の一部を改正することについて、本議会の議決を求める。 
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  三朝町議会会議規則の一部を改正する規則 

 

三朝町議会会議規則（昭和62年三朝町議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

  

改正後 改正前 

  

（修正の動議） （修正の動議） 

第17条 法第115条の３の規定によるもの

を除くほか、議会が修正の動議を議題と

するに当たっては、２人以上の者の発議

によらなければならない。 

第17条 法第115条の２の規定によるもの

を除くほか、議会が修正の動議を議題と

するに当たっては、２人以上の者の発議

によらなければならない。 

２ 略 ２ 略 

  

（所管事務等の調査） （所管事務等の調査） 

第73条 略 第73条 略 

２ 議会運営委員会が、法第109条第３項に

規定する調査をしようとするときは、前

項の規定を準用する。 

２ 議会運営委員会が、法第109条の２第４

項に規定する調査をしようとするとき

は、前項の規定を準用する。 

  

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第73条第２項の改正規定は、地方自治法



の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条に規定する公布の日から起算し

て６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 


